
【年間】

相談日 相談時間 受付開始日 相談会場
待合室
相談室

担当弁護士

4月10日(水) 午後1：00～午後4：30 3 月 1 日 ( 金 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

4月18日(木) 午前9：30～午後4：30 4 月 2 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

5月8日(水) 午後1：00～午後4：30 4 月 2 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

5月23日(木) 午前10：00～午後4：00 5 月 1 日 ( 水 ) 小 諸 市 役 所
３ 階 ロ ビ ー
３ 階 第 ５ 会 議 室

川島　豊弁護士

6月5日(水) 午後1：00～午後4：30 5 月 1 日 ( 水 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

6月20日(木) 午前9：30～午後4：30 6 月 4 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

7月3日(水) 午後1：00～午後4：30 6 月 4 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

7月18日(木) 午前10：00～午後4：00 7 月 2 日 ( 火 ) 小 海 町 役 場
２ 階 小 会 議 室
２ 階 中 会 議 室

川島　豊弁護士

8月7日(水) 午後1：00～午後4：30 7 月 2 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

8月22日(木) 午前9：30～午後4：30 8 月 1 日 ( 木 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

9月4日(水) 午後1：00～午後4：30 8 月 1 日 ( 木 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

9月19日(木) 午前10：00～午後4：00 9 月 3 日 ( 火 ) 御 代 田 町 役 場
２ 階 会 議 室 ２
２ 階 相 談 室 5

川島　豊弁護士

10月2日(水) 午後1：00～午後4：30 9 月 3 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

10月24日(木) 午前9：30～午後4：30 10月1日(火) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

11月6日(水) 午後1：00～午後4：30 10月1日(火) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

11月21日(木) 午前10：00～午後4：00 11月1日 (金) 小 諸 市 役 所
３ 階 ロ ビ ー
３ 階 第 4 会 議 室

川島　豊弁護士

12月4日(水) 午後1：00～午後4：30 11月1日 (金) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

12月17日(火) 午前9：30～午後4：30 12月3日(火) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

1月8日(水) 午後1：00～午後4：30 12月3日(火) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

1月23日(木) 午前10：00～午後4：00 1 月 7 日 ( 火 ) 佐 久 穂 町 役 場
３ 階 議 員 控 室
３ 階 委 員 会 室 １

川島　豊弁護士

2月5日(水) 午後1：00～午後4：30 1 月 7 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

2月18日(火) 午前9：30～午後4：30 2 月 4 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

川島　豊弁護士

3月5日(水) 午後1：00～午後4：30 2 月 4 日 ( 火 ) 佐久市振興公社ビル
共同会議室小（2階）
共同会議室大（2階）

髙畑瑛子弁護士

3月18日(火) 午前10：00～午後4：00 3 月 4 日 ( 火 ) 御 代 田 町 役 場
２ 階 会 議 室 ２
２ 階 相 談 室 5

川島　豊弁護士

※佐久市振興公社ビル：佐久市取出町183番地

※電話予約制　　0267-62-7721　　申込受付は、上表の「受付開始日」の午前8：30から開始し、定員になり次第締め切ります。

※利用は広域圏内在住の方に限ります。 　　※相談時間は1人30分以内です。

※多くの皆様にご利用いただくため、同じ内容での相談は原則1回限りとなります。

令和６年度　無料法律相談日程について


